
記者発表資料

平成２７年３月２６日
仙台河川国道事務所
宮城県
仙台市

国道４号仙台バイパスに並行する現道の一部（仙台市太白区八本松～

名取市飯野坂）が国の管理から宮城県、仙台市の管理になります。

「事務・権限の移譲等に関する見直し方針について（平成２５年１２月２０日閣議

決定）」に基づき、国道４号仙台バイパスに並行する現道の一部区間（仙台市太白区

八本松二丁目２０５番１～名取市飯野坂三丁目４５６番１ 延長約８．５ｋｍ）に
はちほんまつ いいのざか

ついて、国土交通省から宮城県、仙台市へ移管しますので、お知らせします。

移管後は、県道「仙台名取線」へ変更になります。

１．移 管 と な る 区 間

■宮城県管理 起点：名取市上余田字千刈田２番１７
かみようでん せんがりた

終点：名取市飯野坂三丁目４５６番１
いいのざか

■仙台市管理 起点：仙台市太白区八本松二丁目２０５番１
はちほんまつ

終点：仙台市太白区中田七丁目２０７番４
な か だ

２．移 管 後 の 路 線 名 称 県道「仙台名取線（県道２７３号）」

３．移 管 と な る 日 平成２７年４月１日（水）

４．移管後の問い合わせ先

■宮城県管理区間 宮城県仙台土木事務所 ☎０２２－２９７－４１４９

■仙台市管理区間 仙台市太白区役所道路課 ☎０２２－２４７－１１１１

５．移管区間図 別添のとおり

発表記者会：宮城県政記者会、東北電力記者会、東北専門記者会、仙台市記者クラブ

問い合わせ先

○国土交通省 東北地方整備局 仙台河川国道事務所
TEL ０２２－２４８－４１３１

道路管理第一課 永沼 哲弥（内線 431）
ながぬま て つ や

○宮城県 土木部 道路課 TEL ０２２－２１１－３１５２
○仙台市 建設局道路部 道路計画課 TEL ０２２－２１４－８３７５

道路管理課 TEL ０２２－２１４－８３６９
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国道４号 → 県道 仙台名取線に変更
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